別記様式第4号（第3条関係）
　回数券
表紙（表紙）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№　　　　
北見市端野町農業者トレーニングセンター
個人使用回数券

（個人使用区分）
（つづり枚数）
                                                                              

１　本券は、一枚につき一回限り有効です。
２　本券の払戻し又は通貨との交換はいたしません。
３　本券は、汚損・紛失等によって生ずる損害の補償はしません。
４　本券を左右に切り離すと無効となりますのでご注意ください。
５　本券の回数券控は、当日の個人使用券となっていますので大切に保管してください。
６　本券の有効期限は、発行の日から起算して1年間有効


備考
　１　個人使用区分は、「高校生・大学生・高齢者」及び「一般」とする。
　２　つづり枚数は、「10枚」、「20枚」及び「30枚」とする。

領収書
	№　　　　
	№　　　　

	北見市端野町農業者トレーニングセンター
個人使用回数券領収書
	北見市端野町農業者トレーニングセンター
個人使用回数券領収書控

	（個人使用区分）
（金　　額）
上記金額を正に領収しました。
	領収印
	
	（個人使用区分）
（金　　額）
	発行確認印
	

	回数券は、発行の日から起算して1年間有効
	



	（本人用）
北見市教育委員会
	（委員会用）
北見市教育委員会


備考
　１　個人使用区分は、「高校生・大学生・高齢者」及び「一般」とする。


回数券
	№　　 　
	№　　　

	北見市端野町農業者トレーニングセンター　　　　　　　　　　　
個人使用回数券控
（個人使用区分）
	北見市端野町農業者トレーニングセンター　　　　　　　　　　　
個人使用回数券
（個人使用区分）

	
	許可年月日
	
	
	

種目　　　　　　
	許可年月日
	
	

	切り離さないで提出して下さい。

	（本人用）
北見市教育委員会
	（委員会用）
北見市教育委員会


備考
１　個人使用区分は、「高校生・大学生・高齢者」及び「一般」とする。
２　色分けは、「高校生・大学生・高齢者」は黄色、「一般」は紫色とする。
